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●汚染の全国化
放射性物質汚染の全国拡延、背景濃度の増加！
低レベル汚染物質の津々浦々への処分

●ゴミ焼却・埋立主義
何でも燃やして埋める日本の環境行政の強化！

●地方自治の破壊
国による自治体への施策の強制による自治破壊！

●民主主義の破壊
中央集権機構の秘密主義による
官僚独裁国家化の強化

●既得権益強化と利権化
「政」「官」「業」「学」「報」ペンタゴンによる
既得権益の拡大

がれき広域処理の本質的課題－１



●被災地の実情を踏まえた必要性の議論の欠如
地域ごとの瓦礫の種類、量、処理能力、復興計画
との関係を無視し広域処理が目的化している！

●被災地と全国の亀裂
住民関与のない押しつけで被災地と他の地域の
間に無用な亀裂を広げている！

●瓦礫処理を遅らせる混乱を発生
強引な手法が地方の協力を躊躇させ、結果として
瓦礫の処理を遅らせている！

●非科学的な誇大宣伝
ＣＭ・広告を使った誇大宣伝により国民に誤った
印象を与え、報道に影響を及ぼしている

がれき広域処理の本質的課題－２

出典：青山貞一、池田こみち、鷹取敦



●ギリシャ神話の神々のなかで唯一人、不完全な神
が炎と金属加工など物作りの技術をもつヘパイストス

The God That Limps 足に不具合があった。

●技術自体は、新たな社会的政治的問題を解決する
ことはできない。

技術至上主義、技術楽観主義が安全神話を生み
多くの悲劇をもたらしてきたことを肝に銘じなければ
ならない。

★原発の安全神話
★堤防など鉄とコンクリートへの安全神話

★焼却炉安全神話／バグフィルター安全神話
★処分場は絶対に漏れないという神話

科学技術の過信は危険



●成長社会から成熟社会へ
国民を幸福にしない経済成長戦略から
少子高齢化に対応した成熟社会への戦略転換

●節電・省エネを基礎に自然エネ化へ
利権に満ちた原発社会から地域の創意工夫
が生きる節電・省エネ・自然エネ社会へ

●中央集権から地方分権へ
極度な中央集権国家から競争的分権社会へ

●地方自治、民主主義の進化
「観客民主主義」から「主体的市民・NPO」による
草の根に基づく民主主義へ

●マスメディアからソーシャルメディアへ
情報操作による世論誘導のマスメディアから
社会構成員相互のコミュニケーション社会へ

脱原発社会への道筋



• 必要性：地域にとっての必要性

広域支援の優先順位

• 妥当性：経済性・・非合理、利権

安全性・・放射性物質、その他の汚染

社会性・・地域分断、地域相互不信

• 正当性：合意形成手続き・・非公開、参加なし

代替案の検討なし



前提：膨大な量の災害廃棄物（瓦礫）の発生

• 岩手県：約 476万t（一般廃棄物約11年分）

• 宮城県：約1,569万t（一般廃棄物約19年分）

この量は、日本全体の一般廃棄物年間排出量
の１／２に相当する。

• 福島県：約205万tについては、原発事故によ

る放射性物質汚染のおそれが大きいことから
広域処理の対象外



環境省・広域処理情報サイトより

広域処理
しないと

11年、19年
かかる？







広域処理希望量の合計

３４４万トンは、１５６９万ト
ンの２２％に過ぎない。



広域処理希望量（岩手県）

環境省・広域処理情報サイトより

約476万トン
のうち 広域処理は少ないが

2年後に処理完了
11年分≠11年かかる
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環境省・広域処理情報サイトデータより作成
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広域処理希望量（宮城県）

環境省・広域処理情報サイトより

約1569万トン
のうち

※仙台市は
域内で処理

広域処理は少ないが
2年後に処理完了
19年分≠19年かかる
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環境省・広域処理情報サイトデータより作成
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• 広域処理をしなければ被災地全体のがれき処理に10～20年
かかる、というわけではない

• 岩手県は今後2年で柱材・角材を除けばほぼ自区内処理

• 宮城県のうち量が多い石巻ブロックの可燃物が最大の課題

• 全体量を誇張して必要性を強調するのではなく、具体的に課
題箇所を明らかにして議論できる状況

• 処理プラント２２～25基を建設、一部が稼動、３０基前後に増
やす予定。仮設プラントでの処理終了後は？

• 一度プラントの処理で動き出せば、加速度的に処理が進む
が、２年で処理を完了の目標達成のためには「県外に処理を
お願いせざるを得ない状況」（村井知事）

• 処理期間を少し延ばせば近隣地域の処理能力にも余裕（仮
設プラントの有効活用）

課題は石巻ブロックの可燃物

焼却処理の問題は別途



• 自然発火

• 粉じん

• 蠅等の発生（衛生問題）

仮置き場における課題

２割程度しかない
広域処理を

待たずに解決すべき
緊急の課題

仮設住宅や住宅地近くの
仮置き場からは

すみやかに移動すべき



• 津波によるがれきは海岸付近の仮置き場に
集積

• 津波被害地域は高台移転も課題（海岸付近
の仮置き場で復興工事が予定されているか）

• 復興計画の策定は進んでいるのか

• 復興計画との関係で仮置き場毎に課題を整
理すべき

• 国主導でなく被災地の自治体が柔軟に処理
計画を立てられるように財源と権限委譲を

復興を妨げているか



・雇用の確保、促進 ７８．８％

・原発事故収束、被害補償、除染 ６４．０％

・住宅の確保 ６０．９％

・こころの傷のケア（女性） ６９．２％

出典：朝日新聞・「復興進んでいない」４割強 2012年02月06日

◆高台への移転や新しいまちづくりプランも出来ていない。
◆被災地の復興と瓦礫処理の関係をより明確に説明すべき。
◆代替案を検討させない／しない国の姿勢は疑問。

－地元での瓦礫利用（堤防等へ）は認められていない。
－地元での焼却炉建設も許可されない。



必要性について議論できる
情報が提示されていない

「広域処理」ありきの
誇張された「広報」

10～20年分の廃棄物が

広域処理されるかのような印象を
与え不安をあおっている



新聞全面広告（広報に９億円？2012年度は15億円）

被災地は

瓦礫で埋もれ
ているのか？



広域処理と除染の広報に３０億円超
• 公示「平成２４年度東日本大震災に係る災害廃
棄物の広域処理に関する広報業務」の企画書
募集要領－１５億円

• 平成２４年度東日本大震災に係る除染等に関す
る広報業務に係る企画書募集要領－１５億円

• 広域処理及び除染合わせて最大３０億円の広報
業務。

• ２３年度には博報堂に総額９億円が広報業務
／普及啓発業務として発注されている。



平成２３年度環境省広報費の実態

●２億円が新聞等の広告出稿
・３月６日：朝日、読売 紙面で広域処理を呼び掛ける全面

見開きカラー広告（環境省）
・３月29日：中日（東京）モノクロの全面広告（内閣府）

地方48紙に順次掲載の予定

●７億円が普及・啓発活動
・ポータルサイトの企画・運営
・パンフレット・ＤＶＤ作成
・コールセンター運営
・研修等の実施
・除染情報プラザの運営等

出典：がれきの広域処理は原発推進と同じ（民主党 平智之 衆議
http://t-taira.net/blog/2012/04/post-599.html
オルタナ・オンライン http://www alterna co jp/8764

合計９億円の
広報費！！



新聞各社：広告と社論の関係

●日経「仮定の話には答えられない」

●毎日「個別の契約には答えられない」

●朝日「取引内容に関わるので公表していない」

●東京「（自社の）広告掲載基準に照らして問題が
なければ掲載をお受けすることになる」
（ただし、基準自体は非公表）

●読売社論との関係も「広告掲載の有無が取材・
報道に影響を与えることは一切ない」

●産経「編集方針とは関係ない」（産経）

出典：オルタナ・オンライン http://www.alterna.co.jp/8764



新聞各社：社説とスタンス

●新聞社説：何かと対立する読売と朝日ですら「
広域処理の流れが加速することを期待したい」「
『お互いさま』の精神で…広く受け入れよう」と同
調する。

●その他の社も「助け合い」「手を差し伸べて」な
どの感情論を織り交ぜながら広域処理を進める
べしとの論調で一致している。

◆事実、東京新聞の「こちら特報部」以外に
広域処理に異論、疑問を呈する記事はない

。

出典：オルタナ・オンライン http://www.alterna.co.jp/8764



世界各国（国民）の制度・組織への信頼度（％）

日本 ７０％

フィリピン ７０
韓 国 ６５
中国 ６４
ナイジェリア ６３
インド ６０
オランダ ５６
スウェーデン ４６
カナダ ３６
ドイツ ３６
フランス ３５
イタリア ３４
イラン ３２
ロシア ２９
アメリカ ２６
イギリス １４

新聞・雑誌への信頼度



マスメディアに対する日本人の信頼度
ギャラップ社による調査でも同様の結果



各地における受け入れ拒否

• 環境省は自治体の災害廃棄物を受け入れの意向につい
て2011年4月に調査

• 放射性物質による汚染の可能性が明らかになったことか
ら、10月に再度、意向調査。ほとんどの自治体が受け入
れ拒否

• 山形県は6月から東京都は11月から受け入れを開始

• 北海道、秋田県、埼玉県、神奈川県、静岡県、京都府、
大阪府、高知県が受け入れを表明したとの報道

• 受け入れを表明した自治体で開催された住民向けの説
明会では住民から強い反対意見

→自己中、身勝手、我が儘、NIMBYという批判



受入容認 VS 受入拒否
【受入容認自治体】
・直接一般廃棄物処理を行っていない都道府県知事
の安易な判断。国の意向を丸呑み。

・受入自治体にも国の補助があり、財政負担を
軽減したい市町村の判断。市民の意向は無視。

【受入反対自治体】
・これまでも焼却炉、処分場の立地選定で市民と
との合意形成に苦労している市町村。

・国の説明に納得できない市長や担当職員が
市民に対して責任ある対応を取れないと判断し
ている自治体。

・既存の処分場、焼却炉に余力がない、設備が
不十分と判断した自治体。



自治体アンケート結果
共同通信社による調査（各紙 ２０１２年４月１０日掲載）より作成

自治体
問１：放射性物
質の安全性

問２：市町村へ
の呼びかけ

問３：独自基準 自治体
問１：放射性物
質の安全性

問２：市町村へ
の呼びかけ

問３：独自基準

北海道 ○ ○ ◎ 京都 ▲ ○ ◎

青森 × ○ × 大阪 ◇ ○ ◎

秋田 ○ ○ ◎ 兵庫 × ○ ◎

山形 ◇ ○ ◎ 奈良 ◇ ▲ ◇

茨城 ▲ ▲ ○ 和歌山 × ◇ ◎

栃木 ○ ○ ▲ 鳥取 ▲ ○ ◇

群馬 ○ ○ ○ 島根 ▲ ○ ▲

埼玉 ○ ○ ◎ 岡山 ▲ ○ ▲

千葉 ◇ ◇ × 広島 ▲ ◇ ▲

東京 ○ ◇ ◎ 山口 × ◇ ×

神奈川 ◇ ▲ ○ 徳島 × × ×

新潟 × ◇ ▲ 香川 ▲ ○ ◇

富山 × ○ ○ 愛媛 ▲ ▲ ▲

石川 ◇ ○ ◇ 高知 ▲ ◇ ▲

福井 ◇ － － 福岡 × ○ ▲

山梨 ▲ ○ × 佐賀 ▲ ◇ ◇

長野 ◇ － － 長崎 × ○ ○

岐阜 ▲ ◇ ◇ 熊本 ◇ ◇ ◇

静岡 ○ ○ ◎ 大分 ▲ ○ ○

愛知 × ○ ○ 宮崎 ▲ ◇ ▲

三重 ▲ ◇ ○ 鹿児島 ◇ × ◇

志賀 ○ ○ ◎ 沖縄 ○ ▲ ▲

凡例ｌ 問１：○信頼している、×懸念がある、▲判断できない、 ◇その他
問２：○呼びかけた、 ×予定なし、 ▲検討中、 ◇その他、 －無回答
問３：◎策定した、○検討中、×予定なし、▲分からない、◇その他、－無回答

徳島県の判断は
筋が通ってる



• 自治体の負担はなし

• 補助金は；

①処理費用全額（運搬、分別、焼却、埋立等）

②総額の数％が事務費として自治体に支給
③清掃工場の固定費補助

④処分に伴い逼迫した処分場等に対しても

補助

ということで、基礎自治体は補助金に依存してしま
いやすい。

広域処理は全額国庫負担



２．環境面からの妥当性の検証
－中間処理（焼却）・最終処分－

（１）放射性物質：大気拡散と処分場の浸出水
・瓦礫の放射性物質の測定は本当に低い？

・排ガス中にはどの程度含まれるか？

・周辺環境の大気中濃度への影響は？

・バグフィルターは９９．９９％除去できる？

・電気集塵機でも問題ない？

・セシウムが濃縮された灰を埋立ても大丈夫？
・最終処分場の浸出水に含まれる放射性物質
は除去できないのでは？



災害廃棄物（瓦礫）の
放射性物質による汚染のおそれ

• 環境省「広域処理情報サイト」
• 宮古市69Bq/kg、陸前高田市104Bq/kg、気仙沼市107Bq/kg、

石巻市101Bq/kg、名取市170Bq/kg
• 宮城県、岩手県の海岸域の空間線量率は首都圏と同程度

• 首都圏でもこれらの地
域でも運搬、焼却、最
終処分等における安全
性について適切な検討
と合意形成が必要だが

・・・・・



福島県宮城県

第３回ERI 放射線測定結果(2011年9月17-19日)

福島県北部および宮城県
主要市町村別放射線量（平均値）

出典：環境総合研究所



災害廃棄物 １ｍ （下の写真参照）

風上

風下

出典：環境総合研究所



首都圏の汚染

• 東京都の下水処理：

脱水汚泥、汚泥焼却
灰から放射性セシウ
ム

• 23区の焼却炉：

焼却灰、飛灰等から
放射性セシウム

• 首都圏の自治体でも
下水汚泥ごみ焼却に
よる灰の処理に困難
が生じている

脱水汚泥中のCs134+137

汚泥焼却灰中のCs134+137

ERI作成

時間経過で低下するが
焼却で濃縮



焼却炉で９９.９％以上除去できる
とする根拠－１

出典：環境省 災害廃棄物安全評価検討会配付資料より抜粋



根拠－２

日本原子力研究所、極低レベル固体廃棄物合理的処分安全性 実証試験報告書、平成２年

出典：前掲



バグフィルターの課題（１）

協力：梶山正三弁護士 各地の焼却炉裁判での準備書面より

１ バグフィルターの濾過効果は、「確率的」です。

２ バグフィルターの濾過効果は、「日々変動」します。
原理：自らの目詰まりを利用して濾過効果を高める

３ バグフィルターの濾過効果について、その特徴
①気体状（気体分子）のものは濾過できない。
②2μmという比較的大きな粒子（バクテリアの平均粒径の２倍
程度）でも、未使用のバグフィルターでは50％程度の除去率

③逆に濾過効果は「確率的」ですから、そのようなバグフィルター
でも、0.05μmという小さな粒子でも、その一部は濾過できる。

４ 有害物質の除去効果は「理論的な視点」と「実証的データ」から
議論することが大切。



バグフィルターの課題（２）

協力：梶山正三弁護士 各地の焼却炉裁判での準備書面より

５．①重金属については、その融点（ＭＰ）又は沸点（ＢＰ）以下で
もガス化するので、常にその一部はバグフィルターを通過して、
環境中に排出される。

②廃棄物焼却炉中では、多くの重金属は、「単体」ではなく、塩素化
合物、硫酸塩、炭酸塩、酸化物として存在し、沸点・融点は
単体より低く、気化しやすい。

６ セシウム、ヨウ素、ストロンチウムなどの、放射性同位元素
については、その化学的性質は、安定型同位体と理論的には同じ

◆放射性元素の廃棄物焼却炉における挙動については、多くの
理論的仮説(推定)は可能ですが、結論としては実証データが
不可欠です。いずれにしても、「バグフィルター神話」
（バグフィルターで100％除去できる」は成り立ち得ません。
問題は、「どれだけのものが環境中に排出されるのか」という
程度問題です。



排ガスの採取方法と器具

煙突にノズルを差し込み、
円筒ろ紙に吸着させ、さらに
水の中を通し、その水も分の
中に存在する放射性物質を
測定する。

出典：第5部 放射能濃度等測定方法ガイドライン 平成23年12月第1版 環境省

JIS Z 8808
排ガス中の
ダスト濃度
の測定方法
に準拠



排ガスの採取方法と器具

空気中の濃度限度は
セシウム１３４ ：２０Bq/m3

セシウム１３７ ：３０Bq/m3

分析条件

●１６～３２分程度の測定時間
●検出下限値は２Bq/m3

●結果はすべてND（不検出） 排ガス量が大きいことから、 時間
をかけてより低いレベルまで測定し実際の濃度をみることが重要。

出典：第5部 放射能濃度等測定方法ガイドライン 平成23年12月第1版 環境省



児童等のぜん息被患率の推移

●子どものぜん息は増加傾向にあり、できるだけ発生源は減ら
し、

監視を強化する必要があるのは間違いない。
出典：独立行政法人 環境再生保全機構 Webサイトより



処分場からの放射性物質の流出
横浜市南本牧処分場の例

・一般廃棄物焼却炉の焼却灰・飛灰を海面埋立処分場に埋立
ている。

・特に飛灰は水に溶けやすい。
・海へ放流する際、浄化装置を通しているが、セシウムの吸着
のため、活性炭に加え、ゼオライトを添加しいる。

・ゼオライトのセシウム濃度を分析したところ、5000Bq／kgを検出。
・ゼオライトの使用量は5500kgということは、通水していた２６日の
間に、
５５００ｋｇ×５０００Bq
＝２７５０万Bqも流出した
ことになる。
・横浜市はわずか１ヶ月
でゼオライトへの通水
を中止。

左写真：東京新聞2012年3月7日



処分場からの放射性物質の流出
横浜市南本牧処分場の例（つづき）

・横浜市はゼオライトの通水を１ヶ月で中止した。その理由は
放流水がセシウムの基準を満たしているから。

■放流水は基準を満たしていても、ゼオライトに吸着している
ということは、セシウムが浸出しているということに他ならない。

■継続的にゼオライトへの吸着
レベルを測定し、推移を見守
ることが重要。

↓
■８０００Bq/kg以下でもセシウム
は浸出している。

■東京湾を汚染していく。

写真：ゼオライト 横浜市南本牧処分場で使用しているもの
http://img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/61/01/lunarainbow111111/folder/251606/img_251606_3697982_2?20120307211328



飛灰の放射性物質は水に溶けやすい
～甘い日本の溶出試験でも６７％溶出～

出典：環境省 災害廃棄物安全評価検討会配付資料より抜粋



８０００Bq/kg以下は埋立処分して安全か（１）

●8000Bq/kgという基準は、廃棄物を放射性物質に汚染されたもの
として取り扱う上限を示す基準であり、廃棄物をそのまま埋立処分
する場合の作業者の被曝線量が年間１ｍSvを下回ると評価され
た値。（原子力安全委員会による作業者の目安）

●排水（放流水）に対しては、実用発電用原子炉に対して経産省が
定めた濃度限度が目安となっている。３ヶ月間の平均濃度が
Cs-134で60Bq/L、Cs-137で90Bq/Lとなっており、両者が存在する
場合には合計濃度で75Bq/Lと定められている。
これは、0歳から７０歳までの間一定量水を摂取しても年平均
1mSVを超えない値とされている。

◆8000Bq/L以下の廃棄物を埋め立てても、排水の基準を必ず下回る
とは限らない。

資料：山田正人ら、一時保管と最終処分、都市清掃24年１月号



８０００Bq/kg以下は埋立処分して安全か（2）

●2011年９月 伊勢崎市で最終処分場進出水中のセシウム濃度が
３ヶ月間平均で濃度限度を超過した。大雨による浸出が原因。
埋め立てた飛灰の濃度は1,810Bq/kgで8000Bq/kgを大幅に下回っ
ていたにもかかわらず。

◆セシウム１３４と１３７が１：１で存在した場合、それぞれの半減期は
２．０６５年と３０．１７年であるから、放射性濃度が１／１０になる
までに約７０年、１／１００になるまでに約１７０年という長期の管理
が必要となる。

◆埋め立てる廃棄物の下層に敷設する土壌層だけでは溶出した
放射性セシウムを封じ込めることは難しい。

◆放射性セシウム８０００Bq/kg以下という基準は、埋立後に浸出水の

放射性セシウムが濃度限度以下になることを保証するものではな
い。 資料：山田正人ら、一時保管と最終処分、都市清掃24年１月号





オンタリオ湖に
おけるＰＣＢの
生物濃縮

「奪われし未来」、シーア・コルボーン、ダイア
ン・ダマノスキ、ジョンピーターソン・マイヤーズ



アイナメ

メバル

ヒラメ

ホウボウ

ウニ

シラス

コウナゴ

近海魚→底生魚へ汚染が拡大





＜煙突から排出される有害物質の監視・測定の実態＞
現在測定されている項目は以下のわずか数種類に過ぎない。

●大気汚染防止法のばい煙発生施設に対する規制項目

①ばいじん

②硫黄酸化物

③窒素酸化物

④塩素及び塩化水素

●ダイオキシン類対策特別措置法が定める規制項目

⑤ダイオキシン類

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－
国、東京都には、上記以外の有害物質規制もあるが、廃棄物の焼却工場

には適用されていない。！！

一部事務組合が自主的に測定している項目はあるが、施設の維持管理が

主な目的。(ばいじんを測定し埋立処分の維持管理基準を確認）

廃棄物焼却施設に対する規制



工場及び事業所から排出される大気汚染物質に対する
規制方式とその概要



化学物質の影響
PRTRデータから米国NIEHSが指摘

・被災地沿岸域の産業が
使用、保管、貯蔵してい
た化学物質の種類、量
は極めて多様かつ膨大。

－石油製品
－PCB類
－農薬類、肥料類
－金属化合物類
－有機塩素系化合物類
－VOC類
．．．．．



がれき（災害廃棄物）焼却に
よって生ずる各種汚染の拡大

放射性物質（セシウム１３７など） →発ガン物質
ダイオキシン類（ＰＣＤＤ／ＰＣＤＦ）→発ガン物質
ＰＣＢ類 →発ガン物質
多環芳香族炭化水素（ＰＡＨ） →発ガン物質
重金属類（水銀、鉛、カドミなど） →各種疾病
アスベスト →発ガン物質

窒素酸化物 →呼吸器疾患
イオウ酸化物 →呼吸器疾患
煤じん →呼吸器疾患
塩化物／塩化水素

燃焼とは、合成と分解反応を超高速で繰り返す熱化学反応であり、極めて
短時間で1種類の化合物から千種類もの非意図的物質が生成する。



１．塩素化芳香族炭化水素（PCHs)
①ポリ塩化フェノール
②塩化ベンゼン
③塩化ナフタレン

２．多環芳香族炭化水素類（PAHs）
ベンゾ(a)ピレンなど16項目

３．全有機炭素（TOX）
４．脂肪族有機塩素化合物

臭素系ダイオキシン類（PBDDs）
５．ニトロ多環芳香族炭化水素類（Nitro-PAHs）
６．有害な重金属類（ヒ素、クロム、ニッケル、アンチモン、

カドミウム、鉛、水銀・・・・）

これらは、ダイオキシン類の数倍から数百万倍の量が
排ガス中に存在するため、そのリスクはきわめて高い。

出典：宮田秀明先生講演資料、梶山弁護士 裁判資料より

ダイオキシンに類似し
た有害物質が大量に
排出される可能性！！

プラスチック系廃棄物の危険性



ＥＵが規制している焼却施設の排ガス中重金属類

出典：Guidance on; Directove 2000/76/EC On The Incineration of Waste, pp.49-50

        重金属類規制対象項目 規制値 暫定規制値*
 カドミウム（Cd）   及びその化合物

 タリウム（Tl）      及びその化合物

 水銀（Hg）　　 　  及びその化合物 0.05mg/m3 0.1 mg/m3

 アンチモン（Sb）   及びその化合物

 ヒ素（As）         及びその化合物

 鉛（Pb）           及びその化合物

 クロム（Cr）       及びその化合物 合計0.5  mg/m3
　合計 1  mg/m3

 コバルト（Co）     及びその化合物

 銅（Cu）           及びその化合物

 マンガン（Mn）     及びその化合物

 ニッケル（Ni）     及びその化合物

 ヴァナジウム（V）  及びその化合物

合計0.05mg/m3
　合計0.1 mg/m3



３．政策決定の正当性がない

●委員の選定も行政の裁量
●検討会は非公開
－傍聴もなく、議事録もなし、録音もなし

●関係自治体の参加もなし
●市民参加プロセスは一切なし
●代替案の検討もなし
－現地での処理の可能性
－焼却処理以外の可能性
－リサイクルの可能性・・・



災害廃棄物安全評価検討会の設置
• 環境省は、福島県内の浜通り・中通り地方（避
難区域及び計画的避難区域を除く）の災害廃
棄物の処理の安全評価を行うため災害廃棄
物安全評価検討会を設置

• 第５回「災害廃棄物の広域処理の推進」が議
題

• 非公開

• 検討会で配布された資料と（発言者が特定さ
れない）議事要旨のみが後日ウェブサイトで
公表

• 議事録の公開はない



災害廃棄物安全評価委員会 委員名簿



開示・不開示、存在・不存在の変遷
請求文書 開示

・不開示
決定

不開示の理由
対象会議 実施回 文書種類

災害廃棄物

安全評価検
討会

１～４ 議事録 開示 －
５～８ 不開示 不存在
５～７ 会議録音 ・委員の率直な意見の交換若しくは意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれ

・発言内容が過大に、広く訴えられること等
により、処理方針に基づく市町村等による
災害廃棄物の処理事業の適性な遂行に
支障を及ぼすおそれ

９～１１ 議事録 不存在

8～10 会議録音
災害廃棄物

安全評価検討会
・環境回復検討会

合同検討会

１ 議事録 不開示 不存在
会議録音 ・委員による率直な意見の交換若しくは意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそ
れ



ICRP(国際放射線防護委員会)の勧告

• ICRP Publication 111では、現存被ばく状況（生じた汚染の

中で社会経済活動が継続される状態）において
– 利害関係者（住民を含む）の直接関与
– 透明性
– 意志決定プロセスの正確な文書への記録

• を求めている。

• 放射性物質による汚染のおそれのある災害廃棄物
の処理は現存被ばくにおける防護の最適化の問題
の１つ

• 政府はICRPの勧告の数値の一部をつまみ食いす
るのではなくチェルノブイリ原発の事故や過去の放
射性物質における汚染事故の教訓を反映したICRP
勧告の本質を踏まえて対応すべき



災害廃棄物（瓦礫）
広域処理の問題点

• 必要性：地域にとっての必要性
広域支援の優先順位

• 妥当性：経済性・・非合理、利権
安全性・・放射性物質、その他汚染
社会性・・地域分断、地域相互不信

• 正当性：合意形成手続き・・非公開、参加なし

代替案の検討なし・・議論封じ

上記のいずれも欠如しており、容認できない。



復興のまちづくりは、
高台移転が大前提だが

だが、陸前高田、大船渡、
仙台、名取、岩沼、亘理、岩元
新地町、相馬、南相馬、いわき
など、平坦地の場合には、
どうしても防潮堤、堤防が不可欠となる!

汚染を移動・濃縮・拡散させないための代替案の提案



復興まちづくりの基本
復興に向けての政策提言

出典：東京都市大学 青山貞一、 環境総合研究所 池田こみち

放射性物質の汚染がある廃棄物は、移動せず、濃縮させず、
拡散せず責任ある監視の下で長期間管理するのが最も大切。



参考にすべきオランダの大堤防

第一堤防と
第二堤防の輪中の
なかにある
住宅



津波がれきの合理的処理法についての提案

仙台日赤病院医師・東北大教授 岡山博氏

がれきは集めて山にして津波記念公園
にして一括管理を。
津波の教訓を忘れないため、また、汚染
を拡散させないために経済的にも合理的
な方法と提案



新旧食品規制値（単位：Bq/kg）
核種 暫定規制値 新たな基準値

ヨウ素
(I-131)

飲料水、牛乳・乳製品 300
野菜類、魚介類 2,000

セシウム
(Cs-134
+Cs-137

飲料水 200 飲料水 10
牛乳・乳製品 200 牛乳 50

（乳児用食品）※指導 (100) 乳児用食品 50
野菜類、穀類、

肉・卵・魚・その他 500 一般食品 100

ウラン

乳幼児用食品、
飲料水、牛乳・乳製品

20

野菜類、穀類、
肉・卵・魚・その他

100

プルトニウム等

乳幼児用食品、
飲料水、牛乳・乳製品

1

野菜類、穀類、
肉・卵・魚・その他

10




